




資料（１） 
平成 26 年 5 月 20 日付 26 全国高体連第 42 号「体罰根絶共通ルール制定について（通

知）」別紙の 3 体罰根絶全国ルールの運用について（1）記載の平成 25 年 5 月文部科学省

の「運動部活動での指導のガイドライン」にある「体罰等の許されない指導と考えられる

ものの例」 
 
体罰等の許されない指導と考えられるものの例 
 
運動部活動での指導において、学校教育法、運動部活動を巡る判例、社会通念等か 

ら、指導者による下記の①から⑥のような発言や行為は体罰等として許されないもの 
と考えられます。 
また、これらの発言や行為について、指導者と生徒との間での信頼関係があれば許 
されるとの認識は誤りです。 
指導者は、具体的な許されない発言や行為についての共通認識をもつことが必要で 
す。 
①殴る、蹴る等。 
②社会通念、医・科学に基づいた健康管理、安全確保の点から認め難い又は限度を超 

えたような肉体的、精神的負荷を課す。 
（例） 
・長時間にわたっての無意味な正座・直立等特定の姿勢の保持や反復行為をさせる。 
・熱中症の発症が予見され得る状況下で水を飲ませずに長時間ランニングをさせる。 
・相手の生徒が受け身をできないように投げたり、まいったと意思表示しているに 
も関わらず攻撃を続ける。 

・防具で守られていない身体の特定の部位を打突することを繰り返す。 
③パワーハラスメントと判断される言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的発言や行為、 
嫌がらせ等を行う。 

④セクシャルハラスメントと判断される発言や行為を行う。 
⑤身体や容姿に係ること、人格否定的（人格等を侮辱したり否定したりするような） 
な発言を行う。 

⑥特定の生徒に対して独善的に執拗かつ過度に肉体的、精神的負荷を与える。 
 
上記には該当しなくとも、社会通念等から、指導に当たって身体接触を行う場合、 

必要性、適切さに留意することが必要です。 
なお、運動部活動内の先輩、後輩等の生徒間でも同様の行為が行われないように注 
意を払うことが必要です。 
















